
令和 7 年 3 月

令和 7 年度 令和 16

１．経営戦略策定の趣旨

２．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

㎥／㎢

② 施　設

％

計 画 給 水 人 口 1,770

現 在 給 水 人 口 1,714法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適用（財務）
※令和6年4月1日より

㎥／日

69,435

千ｍ

施 設 利 用 率 66.8

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

１箇所

施 設 能 力 1,575

　東村簡易水道事業（以下「本村簡易水道事業」という。）は、これまで安全な水を安定供給し、快適な村民生活の根幹を支えるライフラインとして

重要な役割を果たしてきた。

　しかし、近年の人口減少及び節水機器の普及に伴う一般の水道使用量の減少傾向に反して大口事業所（リゾートホテル開業）の水道使用量の

増加が予測される事等から施設の拡張整備（水源開発•浄水場の新設又は既存施設の増設改良）や、老朽化した水道施設の更新に多額の費用

が必要となるなど、今後の経営状況は厳しくなることが想定される。

こうした状況に対応し、事業を安定的に継続するためには、今後の施設、管路の更新の必要性とその財源を見極め、中長期的な将来を見据えた

分析を行い、計画的な経営を行わなければならない。

　このような背景から本村は、令和3年3月に10年間の計画期間を定めた「東村簡易水道事業経営戦略」を策定した。今回、策定から4年を経過し

たこと及び令和6年度の公営企業会計化移行を機に「東村簡易水道事業経営戦略」の改定を行う。

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

沖縄県東村

簡易水道事業

計 画 期 間 ：

5箇所

～

管 路 延 長

384.4

供 用 開 始 年 月 日 昭和50年4月1日

水 源

別添１－２

東村簡易水道事業経営戦略（令和6年度改定版）

事業の現況

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他
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③ 料　金

＜料金表＞

共用給水装置

臨時用

種別 用途別
超過料金

1㎥につき

100円

110円

100円

1㎥につき300円

水量 料金

家庭用

営業用

600円

1,000円

600円

10㎥

10㎥

10㎥

平成10年4月1日

基本料金（1箇月につき）

設定なし

専用給水装置

料 金 改 定 年 月 日
（ 消 費 税 の み の 改 定 は 含 まな い）

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

家事用、営業用、共用給水装置、臨時の用途別に基本料金と超過料金を定めている。
県内他事業体と比較して安価な設定となっており、今後、あるべき料金水準について検討の余地があると考えてい
る。
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④ 組　織

＜組織体制＞

（２）

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

・本村簡易水道事業は、環境建設課に水道担当を配置し事業運堂を行っている。

・令和7年度からの担当職員数は2名となり、水道事務と水道工務を分担して担当する。

・水道工務担当職員が水道技術管理者を兼ねていますが、水道技術管理者は水道技術に関して全責任を負うため、水道技術に関わる決定権限保

有者を充てることが望ましいとされており、あるべき組織体制については継続的に検討する。

これまでの主な経営健全化の取組

本村簡易水道事業では、業務の効率化を図るため、次の取組をしてきた。

«業務の外部委託による経費縮減»

　委託内容：

　　水道検針業務

　　電気設備維持管理業務

　　水質検査業務

«職員数の減員による人件費の縮減»

　上記の業務の外部委託や事務の電算化による効率性の向上などにより、職員の増員をせずに人件費の縮減に努めた。

«一般会計財源繰入»

　企業債（借金）の70％が地方交付税として一般会計に交付される。此れを財源として企業債残高と支払利息の縮減

«水道施設の統廃合による更新費用、維持管理費の縮減»

　平成12年度においては、新川田浄水場の建設により、耐震性が低く、更新時期を迎えていた川田浄水場、高江浄水場、慶佐次浄水場を休止

し、更新費用を縮減する事が出来た。

・令和5年度の経営比較分析表を添付している。
・令和6年4月1日からの法適用移行であるため、累積欠損金比率と流動比率の該当数値なしとなっているが、これら数値の将来見込みは４.投資・財
政計画（収支計画）に記載している。

東村役場 村長

建設環境課長

水道事務担当
水道工務担当

（水道技術管理者）

管理職員

行政職員

 
 
3



３．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

給水人口の予測

人口減少に加え、節水機器の普及などにより水需要は減少傾向が続いていましたが、令和9年度のホテル開業を機に増加となる見込みです。以後の
年度においてもホテルの稼働率によって増加が期待されるが、本計画においては一定の稼働率による推移を見込んでいる。

水需要の予測

本村の給水率は100％であり、人口の増減と給水人口の増減が一致します。人口の減少傾向は続いており、計画期間においてはホテル開業に向け
ての人口増加が期待されるが、10年間の通算では減少となる見込みとなっている。

料金収入の見通し

人口減少や節水機器の普及などによる水需要の減少から、料金収入についても減少が続いているが、令和9年度のホテル開業を機に料金収入も増
加が期待される。
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（４）

４．経営の基本方針

５．経営目標

経営目標

利益水準

管路更新

設備更新

浄水場拡張

送配水最適化

６．投資・財政計画（収支計画）

（１）

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

・令和9年度のホテル開業に向けて、川田浄水場の拡張工事を行う。
・浄水場の老朽化設備の更新を行う。

設定理由

　事業を継続して運営するためには、黒字であることが絶対条件となります。
　ただし、現在の運営は一般会計からの繰入金に依存することで黒字を維持しているため、
損益計算書の黒字を維持しながら、一般会計繰入金を低減することを目標とします。

　漏水管路は配水地区親メーターの夜間水量の監視により地区内老朽管を重点管理し漏水
箇所の発見に繋げ、修繕を実施し、夜間水量に変化がない場合は老朽管路の更新整備を
行います。

　川田浄水場既設部分の老朽化機械電気設備更新は、浄水処理の安定と浄水水質の基準
値を確保します。
　配水池•ポンプ場の老朽化機械電気設備の更新は、送配水の安定と水質を確保します。

　慶佐次浄水場系の整備は取水•導水•浄水•送水•配水の整備で、五味観光跡地リゾートの水
需要に対応します。
　川田浄水場系の拡張整備は取水•導水•浄水•送水•配水の整備で、ロラン局跡地利用開発
の水需要に対応します。

　川田浄水場系の拡張整備に連動して、戻り配水等の不効率な運転を改め、エネルギー効
率化と次亜塩素注入量の縮減並びに美味しい水のサービス提供を実施します。

・事業規模の急激な拡大は見込まれないため、現状通りの人数配置を継続する見込み。
・なお、（１）④に記載の通り、水道工務担当職員が水道技術管理者を兼ねていますが、水道技術管理者は水道技術に関して全責任を負うため、水道
技術に関わる決定権限保有者を充てることが望ましいとされており、あるべき組織体制については継続して検討を続ける。

組織の見通し

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

【東村簡易水道事業の基本理念】
東村簡易水道事業では、安全で安価な美味しい水を安定して利用できる快適な村民生活の提供を目指す。

【基本方針】

4.水道ビジョンが掲げる基本理念の項で掲げた、東村簡易水道事業の基本理念「安全で安価な美味しい水を安定して利用できる快適な村民生活
を目指して」を中長期的に実現するために、5点の経営目標を掲げた。

達成水準

損益計算書を
黒字とする。

漏水管路の修繕と更
新を行い、
漏水を無くす。

機械電気設備の
修繕と更新で
故障停止を無くす。

拡張により
水需要に応え、
収益性を上げる。

効率運転に努め、
電力と薬品の
消費低減を図る。

 
 
5



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

・主に過年度決算金額の3年平均を基に算定している。
・委託料、工事請負費については事業ごとに算定した。
・ホテル開業による動力費の増加については、有収水量の増加見込割合に基づいて算定している。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

・拡張整備中であり、検討していない。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

・拡張整備中であり、検討していない。

そ の 他 の 取 組 特になし

・沖縄県水道広域化推進プランstep2において効果が見込まれる事業体に位置付けられており、引き続
き協議を継続する。

広 域 化

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

②　収支計画のうち財源についての説明

・投資財源は主に補助金と企業債を見込んでいる。
・収益的支出の財源の一定割合を一般会計繰入金としているが、経営目標に定めた通り低減を図っていく。
・令和9年度のホテル開業後、料金収入の増加を見込んでいる。

特になし

・平成29年度にアセットマネジメントを策定済み。今後の更新計画に反映させる。
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②　財源についての検討状況等

７．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

【 PDCA サイクルを活用した事後検証 】

経営戦略の事後検証として、計画と実績に大きな差が生じないかを検証する必要がある。そのために、
本経堂戦略策定後は、PDCA サイクルを活用し、計画値と毎年の実績値の比較による進捗管理を行う。
また、計画期間の半期である5年経過時点において、必要に応じた計画の見直しを行う。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資 産 の 有 効 活 用 等 （ *2 ） に よ る
収 入 増 加 の 取 組

・適正な残高を超えることのないよう留意する。

・基準外繰入金の低減を目指す。

・経営目標に定めた一般会計繰入金の低減を達成するため、あるべき料金の水準について継続的に検
討する。

・予備水源となっている地下水の有効活用について検討する。

そ の 他 の 取 組 特になし

企 業 債

繰 入 金

PLAN：経堂戦略の
策定 P

見直し

ACTION：評価を通
じた改善方法の A

評価見直し

実行

改善
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,2
46

26
,0

47
26

,0
47

18
,8

88
18

,8
75

20
,2

89
17

,5
46

21
,8

75
24

,4
29

22
,6

77
22

,8
00

25
,2

46
26

,0
47

26
,0

47

( I
 )

(A
)-(

B)

(L
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(M
)

23
,9

99
20

,5
52

21
,0

43
20

,8
56

20
,6

69
20

,4
82

20
,2

95
20

,0
84

19
,8

72
19

,6
61

19
,4

50

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(N
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(O
)

(P
)

23
,9

99
20

,5
52

21
,0

43
20

,8
56

20
,6

69
20

,4
82

20
,2

95
20

,0
84

19
,8

72
19

,6
61

19
,4

50

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

令
和
１
４
年
度

令
和
１
５
年
度

令
和

６
年

度
令

和
７
年

度
令

和
８
年
度

令
和
９
年
度

令
和
１
０
年
度

令
和
１
１
年
度

そ
の

他

営
業

外
収

益

補
助

金 他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収
入

計 職
員

給
与

費

受
託

工
事

収
益

営
業

費
用

令
和
１
２
年
度

令
和
１
３
年
度

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

営
業

収
益 料
金

収
入

収 益 的 支 出

経
費

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-(

G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

0%
0%

0%

流
動

資
産

流
動

負
債

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金

累
積

欠
損

金
比

率
（

0%
0%

0%

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

0%

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7
条

に
よ
り
算

定
し
た
事

業
の

規
模

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ
り
算
定
し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N
）
/
（
P
）
×
1
0
0
)

地
方

財
政

法
施
行
令
第
1
5
条
第
１
項
に
よ
り
算
定
し
た
資
金
の
不
足
額

営
業
収

益
－

受
託

工
事
収
益

(A
)-

(B
)

地
方

財
政

法
に
よ
る

資
金

不
足

の
比
率

(（
L
）
/
（
M
）
×
1
0
0
)

健
全

化
法
施

行
令
第
1
6
条
に
よ
り
算

定
し
た
資

金
の

不
足

額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６
条

に
規
定

す
る
解
消
可
能
資
金
不
足
額

令
和

１
６
年

度 0%

経
常

損
益

(C
)-(

D
)

減
価

償
却

費

営
業

外
費

用

支
払

利
息

そ
の

他

支
出

計

0%
0%

0%
×1

00
）
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様
式
第

2 号
（
法
適
用
企
業
・
収

益
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
 （
収

支
計

画
）

（
単
位
：
千
円
）

年
度

前
々
年

度
前

年
度

区
分

（
決
算

）
（
決

算
）

１
．

10
,5

00
21

,5
00

98
,0

00
68

,8
33

6,
83

3
24

,0
28

12
8,

09
7

15
6,

11
4

14
7,

35
8

25
3,

89
4

10
1,

28
9

12
9,

14
6

12
9,

14
6

２
．

３
．

４
．

５
．

６
．

0
0

19
6,

26
6

13
7,

66
7

13
,6

67
48

,0
56

25
6,

19
5

31
2,

22
8

29
4,

71
5

50
7,

78
8

20
2,

57
9

25
8,

29
1

25
8,

29
1

７
．

８
．

９
．

(A
)

10
,5

00
21

,5
00

29
4,

26
6

20
6,

50
0

20
,5

00
72

,0
84

38
4,

29
2

46
8,

34
2

44
2,

07
3

76
1,

68
2

30
3,

86
8

38
7,

43
7

38
7,

43
7

(B
)

(C
)

10
,5

00
21

,5
00

29
4,

26
6

20
6,

50
0

20
,5

00
72

,0
84

38
4,

29
2

46
8,

34
2

44
2,

07
3

76
1,

68
2

30
3,

86
8

38
7,

43
7

38
7,

43
7

１
．

23
,9

66
10

,5
60

31
2,

24
9

20
6,

50
0

20
,5

00
72

,0
84

38
4,

29
2

46
8,

34
2

44
2,

07
3

76
1,

68
2

30
3,

86
8

38
7,

43
7

38
7,

43
7

２
．

38
,9

78
35

,6
12

28
,6

51
18

,8
88

18
,8

75
20

,2
89

17
,5

46
21

,8
75

24
,4

29
22

,6
77

22
,8

00
25

,2
46

26
,0

47
３

．

４
．

５
．

1,
00

8
0

0
40

7
40

7
40

7
40

7
40

7
40

7
40

7
40

7
40

7
40

7
(D

)
63

,9
52

46
,1

72
34

0,
90

0
22

5,
79

5
39

,7
82

92
,7

80
40

2,
24

5
49

0,
62

4
46

6,
90

9
78

4,
76

6
32

7,
07

5
41

3,
09

0
41

3,
89

1

(E
)

53
,4

52
24

,6
72

46
,6

34
19

,2
94

19
,2

81
20

,6
96

17
,9

52
22

,2
82

24
,8

36
23

,0
84

23
,2

06
25

,6
53

26
,4

54

１
．

21
,8

87
19

,9
29

18
,6

98
16

,1
02

15
,2

60
15

,0
17

14
,9

60
14

,9
55

14
,9

52
14

,7
53

14
,7

53
２

．
24

,7
00

40
,2

52
40

,9
35

43
,5

21
43

,9
94

41
,7

45
38

,8
38

36
,0

72
31

,1
51

29
,4

79
44

,0
21

３
．

４
．

25
,4

87
25

,4
40

66
,3

26
10

6,
67

7
14

5,
60

4
18

6,
90

5
22

1,
38

5
25

0,
34

8
27

8,
29

1
30

1,
18

7
31

9,
76

6
(F

)
72

,0
74

85
,6

20
12

5,
95

9
16

6,
30

0
20

4,
85

8
24

3,
66

7
27

5,
18

4
30

1,
37

4
32

4,
39

3
34

5,
41

9
37

8,
54

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

(H
)

1,
03

3,
31

9
1,

08
3,

26
5

1,
07

1,
22

3
1,

07
4,

96
2

1,
18

5,
51

4
1,

31
9,

75
3

1,
44

2,
68

2
1,

67
3,

89
9

1,
75

2,
38

8
1,

85
6,

28
8

1,
95

9,
38

6

○
他

会
計

繰
入

金
（
単
位
：
千
円
）

年
度

前
々
年

度
前

年
度

区
分

（
決
算

）
（
決

算
）

98
,0

90
10

5,
17

5
81

,6
33

99
,7

20
99

,7
20

99
,7

20
99

,7
20

99
,7

20
99

,7
20

99
,7

20
99

,7
20

99
,7

20
99

,7
20

98
,0

90
10

5,
17

5
81

,6
33

99
,7

20
99

,7
20

99
,7

20
99

,7
20

99
,7

20
99

,7
20

99
,7

20
99

,7
20

99
,7

20
99

,7
20

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

98
,0

90
10

5,
17

5
81

,6
33

99
,7

20
99

,7
20

99
,7

20
99

,7
20

99
,7

20
99

,7
20

99
,7

20
99

,7
20

99
,7

20
99

,7
20

令
和
１
５
年
度

収
益

的
収

支
分

う
ち
基

準
内
繰
入
金

う
ち
基

準
外
繰
入
金

資
本

的
収

支
分

令
和

６
年

度
令

和
７
年

度
令

和
８
年

度
令
和
９
年
度

令
和
１
０
年
度

令
和
１
１
年
度

令
和
１
２
年
度

令
和
１
３
年
度

令
和
１
４
年
度

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

う
ち
基

準
内
繰
入
金

う
ち
基

準
外
繰
入
金

合
計

補
塡

財
源

不
足

額

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

(E
)-(

F)

計

令
和
１
３
年
度

令
和
１
４
年
度

令
和
１
５
年
度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入 資 本 的 支 出

令
和
１
０
年
度

令
和
１
１
年
度

令
和
１
２
年
度

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-(

B)
建

設
改

良
費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

令
和
１
６
年
度

令
和
１
６
年
度

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
   

  　
　

   
 (D

)-(
C

)
損

益
勘

定
留

保
資

金

補 塡 財 源

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

令
和

６
年

度
令

和
７
年

度
令

和
８
年

度
令
和
９
年
度
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全
体

総
括

6
.
3
5

収
益

的
収

支
比

率
に

つ
い

て
は

令
和

4
年

度
が

修
繕

費
の

繰
越

等
が

あ
っ

た
為

1
0
0
％

超
と

な
っ

て
い

る
が

、
令

和
5
年

度
に

お
い

て
は

お
お

よ
そ

例
年

通
り

7
0
%
前

後
と

な
っ

て
い

る
。

毎
年

一
般

会
計

繰
入

金
へ

の
依

存
が

大
き

い
為

改
善

に
向

け
た

取
り

組
み

が
必

要
で

あ
る

。
今

後
、

老
朽

施
設

の
修

繕
費

の
増

が
見

込
ま

れ
る

為
、

維
持

管
理

費
の

平
準

化
及

び
長

寿
命

化
に

取
り

組
む

必
要

が
あ

る
。

　
企

業
債

残
高

対
給

水
収

益
比

率
に

つ
い

て
は

、
更

新
事

業
を

進
め

た
た

め
平

成
2
8
年

度
を

ピ
ー

ク
に

徐
々

に
減

少
傾

向
に

あ
る

が
川

田
浄

水
場

建
設

が
平

成
1
9
年

の
完

成
か

ら
1
5
年

経
過

し
機

械
及

び
電

気
計

装
類

の
更

新
が

必
要

と
な

っ
て

く
る

。
令

和
6

年
度

よ
り

水
需

要
の

増
加

に
対

応
す

る
た

め
水

道
施

設
の

拡
張

工
事

が
始

ま
っ

て
い

る
為

企
業

債
残

高
は

増
加

す
る

見
込

み
で

あ
る

。
　

料
金

回
収

率
に

つ
い

て
は

、
2
5
%
程

度
と

な
っ

て
お

り
水

道
施

設
の

老
朽

化
に

よ
り

多
額

の
修

繕
費

が
か

か
っ

て
い

る
為

で
あ

る
。

ま
た

老
朽

管
路

の
更

新
等

も
行

う
必

要
が

あ
る

た
め

今
後

も
悪

化
す

る
こ

と
が

予
想

さ
れ

る
。

依
然

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
金

で
補

っ
て

い
る

状
態

で
あ

る
為

水
道

料
金

の
適

正
化

に
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

。
　

給
水

原
価

に
つ

い
て

も
、

水
道

施
設

の
老

朽
化

に
伴

う
修

繕
費

の
増

に
よ

る
も

の
が

主
な

要
因

と
な

っ
て

い
る

。
更

新
事

業
及

び
水

道
料

金
の

適
正

化
を

実
施

し
改

善
に

取
り

組
む

必
要

が
あ

る
。

　
施

設
利

用
率

に
つ

い
て

は
、

他
類

似
団

体
に

比
べ

て
高

い
状

況
に

あ
る

。
令

和
5
年

度
に

つ
い

て
は

6
6
％

程
度

と
な

っ
て

お
り

、
夏

期
の

水
需

要
ピ

ー
ク

時
に

は
1
0
0
％

近
い

運
転

を
行

っ
て

い
る

為
施

設
に

余
裕

が
な

い
状

況
で

あ
る

。
　

有
収

率
に

つ
い

て
は

6
3
％

台
と

昨
年

に
比

べ
多

少
改

善
は

み
ら

れ
る

が
、

平
均

値
を

下
回

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

漏
水

調
査

を
継

続
し

て
実

施
し

有
収

率
の

向
上

に
取

り
組

む
。

老
朽

管
路

の
更

新
や

水
道

メ
ー

タ
ー

の
取

替
に

つ
い

て
も

計
画

的
に

実
施

す
る

。

2
.

老
朽

化
の

状
況

に
つ

い
て

平
成

1
9
年

度
に

完
成

し
た

川
田

浄
水

場
が

、
機

器
の

老
朽

化
に

伴
い

更
新

の
時

期
を

迎
え

て
い

る
。

ま
た

、
各

水
道

施
設

も
年

々
不

具
合

が
多

く
発

生
し

て
お

り
、

計
画

的
に

更
新

を
行

っ
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

リ
ゾ

ー
ト

開
発

計
画

等
新

規
水

需
要

に
対

応
す

る
た

め
、

令
和

6
年

度
か

ら
浄

水
場

の
拡

張
整

備
を

進
め

て
お

り
、

管
路

更
新

等
は

水
需

要
に

対
応

し
た

浄
水

設
備

等
を

整
備

し
た

の
ち

実
施

す
る

予
定

で
あ

る
。

　
管

路
更

新
率

に
つ

い
て

は
令

和
5
年

度
は

管
路

の
布

設
替

え
等

は
実

施
し

て
い

な
い

。

2
.

老
朽

化
の

状
況

給
水

区
域

面
積

(
k
m
2
)

給
水

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

－
類

似
団

体
平

均
値

（
平

均
値

）

　
今

後
水

道
施

設
の

老
朽

化
に

伴
う

修
繕

お
よ

び
更

新
等

の
維

持
管

理
費

が
増

加
す

る
と
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